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遺伝資源についての基本的な考え方 

 

背景 

生物多様性は、社会に多くの恩恵を与えており、企業活動は、それらに密接に関係していま

す。地球規模での開発が急速に進む過程において、生物多様性の保全は、後世に向けて取り組

むべき重要な課題の一つとして認識されてきました。また、遺伝資源を含む生物由来物質は、

医薬品やワクチンの一部として一般的に利用されています。 

 

これらの背景に関連する法律・指針の一つに生物の多様性に関する条約（生物多様性条約）
*1があります。この条約は、1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議で署名

に向けて開放され、1993年に発効しました。また、2003年にはバイオセーフティに関するカ

ルタヘナ議定書*2、2014年には遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する名古屋議定書*3が発

効しました。 

 

基本的な考え方 

生物多様性条約は、①生物多様性の保全、②その構成要素の持続可能な利用及び③遺伝資源

の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分の三つの目的からなります。名古屋議定書では、

遺伝資源の利用について資源利用国は資源提供国に事前に同意を得ること、遺伝資源の利用か

ら生じる利益は相互に合意した条件で公正に配分すること等が定められています。アステラス

は、生物多様性条約と名古屋議定書が定める上記の原則を支持します。 

 

カルタヘナ議定書では、最新のバイオテクノロジーから生み出される遺伝子組換え生物等の

安全な取扱い、輸送、利用が定められています。アステラスは、カルタヘナ議定書を遵守して

遺伝子組換え生物等を扱います。近年、新育種技術や新たな遺伝子組換え技術のような新規技

術が開発されていますが、これらが、環境、生物多様性、人の健康にもたらす影響は、まだ完

全には明らかになっていません。アステラスは、学術機関、協議会、所管当局と連携し、倫理

面に配慮しながらこれらの技術を慎重に取り扱います。 

 

参考資料 

1. 生物多様性条約 

https://www.cbd.int/convention/text/ 

2. カルタヘナ議定書 

http://bch.cbd.int/protocol/text/ 

3. 名古屋議定書 

https://www.cbd.int/abs/text/default.shtml 

 

https://www.cbd.int/convention/text/
http://bch.cbd.int/protocol/text/
https://www.cbd.int/abs/text/default.shtml

